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【再掲】重大製品事故が起きた製品の入手先

 10年間でインターネット通販で購入した製品による事故の比率が増加。

重大製品事故の製品入手経路
※年度集計、2018年度は4月から11月8日受付分まで
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インターネットにおける違反品販売の形態（件数）
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 電子商取引の拡大に伴い、製品安全関係法に抵触するものと経済産業省が確認した件数のうち、インター
ネット販売における件数の割合は増加傾向にある。※国内の取引に限る。

インターネットを通じた違反品販売の現状（推移）
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モール運営事業者との協力体制

 インターネットショッピングやオークションの拡大とともに、ネット上に技術基準を満たしていない製品が増加している
状況を踏まえ、経済産業省とモール運営事業者の以下の体制を構築。

 平成３０年１１月に連絡会合を開催し、製品安全関係法概要ページやモバイルバッテリーの周知活動等
に関し、協力を要請するとともに、製品安全行政に関する情報共有・意見交換を実施。引き続き協力・連携を
図っていく。

これまで経済産業省が行うネットパトロールにあたり、ヤフー・楽天・アマゾンと連携し、
違反対応を実施。平成３１年２月より、新たにKDDIコマースフォワードと協力体制
を構築。

経済産業省が行う出品者に対する調査・違反対応への協力体制

出品者に直接連絡
できる手段の整備
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悪質な出品者や
違反品のトレンド
に係る情報提供

【製品安全関係法の概要ページ】
販売者・消費者それぞれに向けた概要ページを作成
※下記は販売者向け概要ページ

【モバイルバッテリーについて】
平成３１年２月１日以降の扱いをモール運営事業者と再共有
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/topics.html

【2018年OECD国際共同啓発キャンペーン】
オンライン上における製品の販売者へのメッセージの情報提供
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/2018oecd_global_
campaign.pdf

【電子商取引及び情報財取引等に関する準則への反映】
平成３０年７月に国境を越えた取引に関する製品安全法の適用範囲を追加

製品安全関係法に関する経済産業省の取組

http://www.yahoo.co.jp/_ylh=X3oDMTB0NWxnaGxsBF9TAzIwNzcyOTYyNjUEdGlkAzEyBHRtcGwDZ2Ex/r/mlg
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/topics.html
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/2018oecd_global_campaign.pdf


【参考】OECD共同啓発キャンペーン

経済協力開発機構(OECD)では『国際共同啓発キャンペーン』を毎年異なるテーマで開催し、OECD 加盟国及
び非加盟が製品安全に係る懸念を協調して普及啓発を行 っているところ。

今年度は１１月の国際製品安全週間に合わせ、「オンライン上で販売される製品の安全性に関する国際共同
啓発キャンペーン」が実施され、オンラインにおけるプラットフォーマー・販売者・消費者への注意喚起が行われ
た。消費者庁と連携して当該取組へ参加。

特に販売者に向けた注意点を経済産業省HPに公表、ネットモール事業者と連携して周知を実施。

※2018年OECD 国際共同啓発キャンペーン -オンライン上で販売される製品の安全- を受けた販売者の皆様へ（経済産業省）

http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/2018oecd_global_campaign.pdf

OECDによる共同啓発キャンペーン

４

販売者への注意喚起内容のポイント

①消費者や関係当局がすぐに連絡出来る様、連絡先の詳細
（特定商取引に関する法律に基づき、事業者名・責任者
名・メールアドレス等）を適切に記載する。

②製品提供先の国・地域の製品安全法令を理解・遵守する。
③消費者に対して製品安全に係る情報を正確かつアクセスしや
すい形式で共有する。

④海外の消費者等との取引においては、ラベル・警告・説明等
を適切な言語で記載し、現地の消費者が容易に理解できる
ようにする。

⑤国内外の関連政府機関のHPや注意喚起メールへの登録等
を通じ、安全上販売すべきでない製品を把握する。

⑥製品安全上の懸念が発生した際は、影響を受ける消費者へ
直接的かつ効果的に留意事項を伝える。

http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/2018oecd_global_campaign.pdf
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【参考】海外事業者等に対する製品安全関係法の適用について

 検討会において、我が国において製品安全関係法に違反する製品を流通させる行為は、海外販売事業者に
よるものであっても製品安全関連法の適用対象となると整理。

 平成30年7月に、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」へ反映。

 また、海外事業者に製品安全関連法を適用することの法的な効果と具体的な手続き（例：海外事業者に
対する違反事実の通知）については今後整理が必要。

海外販売事業者 国内消費者海外製造事業者

国内事業者

製品安全
関係法の適用

販売

輸出

※製品安全関係法に違反する製品を輸出する国内の事業者が、輸出先の海外事業者が当該製品を我
が国に流通させることを知って輸出した場合も、当該輸出は製品安全関係法の適用対象となる。
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モール運営事業者との協力体制

 モール運営事業者では、モバイルバッテリーを中心とするリチウムイオン蓄電池に関する注意喚起や製品安全
関係法の概要などについて、出品者に対する周知を実施。ヤフーは昨年１２月、今年１月と繰り返し周知を
図り、継続的な取組も行われている。

 引き続き、個別製品に関する注意喚起や製品安全関係法の理解促進に向けた情報提供等について連携。

製品安全関係法に関する各モール運営事業者の取組事例（その１）

＜アマゾン＞ ＜ KDDIコマースフォード＞
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モール運営事業者との協力体制

＜モバオク＞

製品安全関係法に関する各モール運営事業者の取組事例（その2）

＜メルカリ＞
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モール運営事業者との協力体制

＜リクルートライフスタイル＞

製品安全関係法に関する各モール運営事業者の取組事例（その3）

＜ヤフー＞
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インターネット取引での製品安全対策に向けた調査

 近年の電子商取引の市場規模拡大に応じて、海外事業者等からインターネット経由で販売される技術基準
を満たしていない製品が市場に流通する恐れがあり、こうした事象による製品の事故が今後増加することが懸
念される。

 一方、製品安全関連法は、国内の実店舗で販売が行われることを前提に法制化されているため、モール運営
事業者の位置づけやモール運営事業者を通じた日本国内向けの海外販売事業者は、明確に位置づけられて
いない。こうした状況は、日本国内だけでなく、海外各国においても同様と考えられる。また、日本国内における
インターネット取引に関係する法令も類似の課題を有している可能性がある。

 以上を踏まえ、今後のインターネット販売における製品安全確保の在り方を検討すべく、各国・各法におけるイ
ンターネット取引に関する取組について調査を実施中。今年度3月末にとりまとめ予定。

調査内容
 海外での製造・輸入・販売事業者に対する

製品安全の規制等に関する動向調査
 法執行を見据えたインターネット取引に
おける規制法令の体系整理

等
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参考：我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）


